
奈
良
県
景
観
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

奈
良
県
知
事
荒
井
正
吾

奈
良
県
規
則
第
三
号

奈
良
県
景
観
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
景
観

法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
及
び
奈
良
県
景

観
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
二
条
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更
と

す
る
。

一
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
変
更

（
届
出
書
等
）

第
三
条
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
景
観
計
画
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
書

（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
条
例
第
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
為
の

規
模
が
大
き
い
た
め
、
次
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図
面
に
よ
っ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、

当
該
行
為
の
規
模
に
応
じ
て
、
知
事
が
適
切
と
認
め
る
縮
尺
の
図
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
図
面
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
内
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
状
況
を
表
示
す

る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

二
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
写
真

三
設
計
図
、
造
成
計
画
図
又
は
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

四
法
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
景
観
計
画
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関
す
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類

３
省
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
の
助
言
を
し
た
行
為
に
係
る
省
令
第
一
条
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
、



知
事
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。

（
変
更
届
出
書
）

第
四
条
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
景
観
計
画
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
変
更
届

出
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
五
条
条
例
第
九
条
第
七
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
仮
設
の
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
建
築
物
と
す

る
。

２
条
例
第
九
条
第
七
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
復
旧
又
は
同
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為

二
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し

く
は
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
執
行
、
同
法
第
二
十
条
第

三
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為
、
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
行

為
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
行
為

三
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
又
は
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る

行
為

四
奈
良
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
八
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
公
園
事
業
の
執
行
、
同
条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
に
係
る
行
為
又
は
同
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
行
為

五
奈
良
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
、
同
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
行
為
又
は

同
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
行
為

六
奈
良
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
二
十
三
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
、
同
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
行
為
、
同
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
同
条
例
第
二
十
三
条
第
四

項
の
行
為
又
は
同
条
例
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
同
条
例
第
二
十
五
条
第

一
項
の
行
為



七
奈
良
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
六
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為
、
同
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

行
為
又
は
同
条
例
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
行
為

３
条
例
第
九
条
第
七
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
工
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
工
作
物
と
す
る
。

一
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
、
鉄
柱
、
木
柱
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二
煙
突
（
支
枠
及
び
支
線
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の

三
装
飾
塔
、
記
念
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
屋
外
広
告
物
及
び
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す

る
物
件
を
除
く
。
）

四
高
架
水
槽
、
サ
イ
ロ
、
物
見
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
、
コ
ー
ス
タ
ー
、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
、
観
覧
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
遊
戯
施
設

六
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
ン
ト
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
、
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の

七
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
も
の

八
汚
物
処
理
場
、
ご
み
焼
却
場
そ
の
他
の
処
理
施
設
の
用
途
に
供
す
る
も
の

九
自
動
販
売
機

４
条
例
第
九
条
第
七
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
規
模
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
為
の
種
類
ご

と
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
景
観
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
区
域
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
届
出
を
要
し
な
い
規
模
と
す
る
。

（
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
行
為
の
通
知
）

第
六
条
法
第
十
六
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
景
観
計
画
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
通

知
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
行
為
に
係
る
事
前
の
助
言
）

第
七
条
条
例
第
十
条
第
一
項
の
助
言
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
届
出
を
要
す
る
行
為
に
係
る
事
前

助
言
の
申
出
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
図
書
の
う
ち
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
省
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
及
び
条
例
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
図
書

二
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
省
令
第
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及



び
条
例
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
図
書

三
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
第
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
図
書

（
公
表
）

第
八
条
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
奈
良
県
公
報
へ
の
登
載
そ
の
他
知
事
が
適

当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
勧
告
に
従
わ
な
い
旨
の
事
実

三
勧
告
の
内
容

四
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
身
分
証
明
書
）

第
九
条
法
第
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
身
分
証
明
証
（
第
五
号
様
式
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
行
為
の
着
手
制
限
の
期
間
の
短
縮
）

第
十
条
知
事
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
本
文
の
期
間
を
短
縮
す
る
と
き

は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
為
の
完
了
の
届
出
）

第
十
一
条
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
行
為
完
了
届
出
書
（
第
六
号
様
式
）
に
、
届
出

に
係
る
行
為
が
完
了
し
た
後
の
建
築
物
又
は
工
作
物
の
外
観
及
び
敷
地
内
の
状
況
を
示
す
写
真
並
び

に
当
該
写
真
の
撮
影
の
位
置
及
び
方
向
を
示
す
図
面
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
書
類
の
提
出
部
数
）

第
十
二
条
法
、
省
令
、
条
例
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、

法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
正
本
及
び
副
本
各
一

部
と
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
正
本
一
部
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
平

成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
則
中
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
項
第
四
号



の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）

景
観
計
画
に
お
い
て

行
為
の
種
類

届
出
を
要
し
な
い
規
模

定
め
ら
れ
た
区
域

法
第
十
建
築
物
の
新
築
第
一
種
特
定
区
域
又
次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区

六
条
第
又
は
移
転

は
第
二
種
特
定
区
域
分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

一
項
第

規
模

一
号
に

ア
一
戸
建
て
の
住
宅
（
専
ら
住
居
の

掲
げ
る

用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
建

行
為

築
物
の
高
さ
（
地
盤
面
か
ら
の
高
さ

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
メ
ー

ト
ル
で
、
か
つ
、
建
築
面
積
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築

物
建
築
物
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル

で
、
か
つ
、
建
築
面
積
が
百
平
方
メ

ー
ト
ル
の
も
の

広
域
幹
線
沿
道
区
域
建
築
物
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
で
、
か

つ
、
建
築
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

の
も
の

一
般
区
域

建
築
物
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
で
、

か
つ
、
建
築
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

の
も
の

建
築
物
の
増
築
全
て
の
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区



又
は
改
築

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

規
模

ア
建
築
物
の
規
模
が
建
築
物
の
新
築

又
は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い

規
模
を
超
え
る
建
築
物
（
当
該
増
築

又
は
改
築
に
よ
り
建
築
物
の
新
築
又

は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
規

模
を
超
え
る
建
築
物
を
含
む
。
）

行
為
に
係
る
建
築
面
積
の
合
計
が
十

平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築

物
全
て
の
規
模

建
築
物
の
外
観
全
て
の
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区

を
変
更
す
る
こ

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

と
と
な
る
修
繕

規
模

若
し
く
は
模
様

ア
建
築
物
の
規
模
が
建
築
物
の
新
築

替
又
は
色
彩
の

又
は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い

変
更

規
模
を
超
え
る
建
築
物
行
為
に
係

る
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル

の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築

物
全
て
の
規
模

法
第
十
工
第
五
条
第
第
一
種
特
定
区
域

工
作
物
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

六
条
第
作
三
項
第
一

一
項
第
物
号
に
掲
げ
第
二
種
特
定
区
域
、
工
作
物
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
の
も

二
号
に
の
る
工
作
物
広
域
幹
線
沿
道
区
域
の

掲
げ
る
新
に
係
る
も
又
は
一
般
区
域

行
為

設
の



又は
第
五
条
第
第
一
種
特
定
区
域
、
工
作
物
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

移
三
項
第
二
第
二
種
特
定
区
域
又

転
号
か
ら
第
は
広
域
幹
線
沿
道
区

五
号
ま
で
域

に
掲
げ
る

工
作
物
に
一
般
区
域

工
作
物
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
の
も

係
る
も
の

の

第
五
条
第
第
一
種
特
定
区
域
、
工
作
物
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
で
、
か

三
項
第
六
第
二
種
特
定
区
域
又
つ
、
築
造
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

号
か
ら
第
は
広
域
幹
線
沿
道
区
の
も
の

八
号
ま
で
域

に
掲
げ
る

工
作
物
に
一
般
区
域

工
作
物
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
で
、

係
る
も
の

か
つ
、
築
造
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

の
も
の

第
五
条
第
第
一
種
特
定
区
域

建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の
上
端
ま

三
項
第
一

で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又
は
地
盤
面

号
か
ら
第

か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端
ま
で
の
高
さ

八
号
ま
で

が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

に
掲
げ
る

工
作
物
の
第
二
種
特
定
区
域
又
次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

う
ち
、
建
は
広
域
幹
線
沿
道
区
分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

築
物
と
一
域

規
模

体
と
な
っ

ア
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

て
設
置
さ

工
作
物
建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作

れ
る
も
の

物
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト

ル
又
は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の



上
端
ま
で
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル

の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

物
建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又

は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端

ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

一
般
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

規
模

ア
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

工
作
物
建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作

物
の
上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト

ル
又
は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル

の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

物
建
築
物
の
上
端
か
ら
工
作
物
の

上
端
ま
で
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又

は
地
盤
面
か
ら
当
該
工
作
物
の
上
端

ま
で
の
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
の
も

の

第
五
条
第
第
一
種
特
定
区
域

工
作
物
の
高
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の

三
項
第
九

も
の

号
に
掲
げ

る
工
作
物
第
二
種
特
定
区
域
、
全
て
の
規
模

に
係
る
も
広
域
幹
線
沿
道
区
域

の
又
は
一
般
区
域



工
作
物
の
増
築
全
て
の
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

又
は
改
築

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

規
模

ア
工
作
物
の
規
模
が
工
作
物
の
新
設

又
は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い

規
模
を
超
え
る
工
作
物
（
当
該
増
築

又
は
改
築
に
よ
り
工
作
物
の
新
設
又

は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
規

模
を
超
え
る
工
作
物
を
含
む
。
）

行
為
に
係
る
築
造
面
積
の
合
計
が
十

平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

物
全
て
の
規
模

工
作
物
の
外
観
全
て
の
区
域

次
の
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
工
作
物
の
区

を
変
更
す
る
こ

分
に
応
じ
、
当
該
ア
又
は
イ
に
定
め
る

と
と
な
る
修
繕

規
模

若
し
く
は
模
様

ア
工
作
物
の
規
模
が
工
作
物
の
新
設

替
又
は
色
彩
の

又
は
移
転
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い

変
更

規
模
を
超
え
る
工
作
物
行
為
に
係

る
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル

の
も
の

イ
ア
に
掲
げ
る
工
作
物
以
外
の
工
作

物
全
て
の
規
模

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
第
一
種
特
定
区
域
、
行
為
に
係
る
部
分
の
土
地
の
面
積
が
千

号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
条
第
二
種
特
定
区
域
又
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、
当
該
行
為

例
第
九
条
第
一
項
第
一
号
は
広
域
幹
線
沿
道
区
に
伴
い
生
じ
る
擁
壁
若
し
く
は
の
り
面

に
掲
げ
る
行
為

域
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
長
さ



が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

一
般
区
域

行
為
に
係
る
部
分
の
土
地
の
面
積
が
三

千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、
当
該
行

為
に
伴
い
生
じ
る
擁
壁
若
し
く
は
の
り

面
の
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
又
は
そ
の
長

さ
が
十
メ
ー
ト
ル
の
も
の

条
例
第
九
条
第
一
項
第
二
第
一
種
特
定
区
域
、
行
為
に
係
る
物
件
の
堆
積
の
高
さ
が
二

たい
号
に
掲
げ
る
行
為

第
二
種
特
定
区
域
又
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、
そ
の
用
に
供
さ

は
広
域
幹
線
沿
道
区
れ
る
土
地
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル

域
の
も
の

一
般
区
域

行
為
に
係
る
物
件
の
堆
積
の
高
さ
が
三

たい
メ
ー
ト
ル
で
、
か
つ
、
そ
の
用
に
供
さ

れ
る
土
地
の
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト

ル
の
も
の



第１号様式（第３条関係）
景観計画区域内における行為の届出書 年 月 日奈良県知事 殿 届出者 住 所氏 名 印電話番号景観法第１６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。行為の場所 □一般区域（用途地域： ）行為の場所に係る区域 □第１種特定区域 □第２種特定区域 □広域幹線沿道区域□建築物 届出部分 既存部分 合 計□新築 □増築□改築 □移転 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡□修繕 □模様替□色彩の変更 高さ ｍ ｍ ｍ外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡行 □工作物 工作物の種類□新設 □増築□改築 □移転 届出部分 既存部分 合 計為 □修繕 □模様替□色彩の変更 築造面積 ㎡ ㎡ ㎡高さ ｍ ｍ ｍの 外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡□開発行為 目的種 □土地の形質の変更 面積 ㎡□土地の開墾□土石の採取 のり面又は擁 高さ ｍ類 □鉱物の掘採 壁□その他 長さ ｍ□物件の堆積 目的たい□土石□廃棄物 面積 ㎡ 堆積の高さ ｍたい□再生資源□その他 堆積の期間 年 月 日 ～ 年 月 日たい代理者 住所氏名 電話番号設計者 住所氏名 電話番号工事施工者 住所氏名 電話番号予定工期 （着工） 年 月 日 ～ （完了） 年 月 日備考 １ 法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。３ 行為の種類に応じて、別紙１から３までのいずれかを記入し、併せて提出してください。



別紙１
建築物概要書建物用途敷地面積 ㎡届出部分 既存部分造 造構造及び階数 （ 一部 造 ） （ 一部 造 ）地上 階 ／ 地下 階 地上 階 ／ 地下 階屋外に設置する建築設備の種類道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源一 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源二 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩外 面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％部 合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 ％ ％



上 各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％げ 第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源三 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源四 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ 高さ ｍ ｍ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙２
工作物概要書工作物の種類敷地面積 ㎡届出部分 既存部分構造 造 造（ 一部 造 ） （ 一部 造 ）建築物と一体となって設置される場合の地盤面からの高さ ｍ ｍ道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面一 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各外 立 ％ 立 ％第 面 面二 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％部 面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 各 各立 ％ 立 ％上 第 面 面三 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積げ 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面四 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡



の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ ｍ ｍ高さ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙３
開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

並びに屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積概要書目的開発行為、土地 勾配 ％の開墾その他の のり面又は擁土地の形質の変 壁更 緑化の方法行為地周辺の緑化の方法採取又は掘採の方法土石の採取又は 行為地周辺の鉱物の掘採 緑化の方法跡地の緑化の方法物件の種類屋外における土 行為地周辺の石、廃棄物、再 緑化の方法生資源その他の物件の堆積たい 遮へいの方法 構造共通事項 塀、柵等 高さ ｍ ｍ色彩備考 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。



第２号様式（第５条関係）
景観計画区域内における行為の変更届出書 年 月 日奈良県知事 殿 届出者 住 所氏 名 印電話番号景観法第１６条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。行為の場所当初届出年月日及び番号 変更前 変更後□建築物 建築面積 ㎡ ㎡□新築 □増築□改築 □移転 高さ ｍ ｍ□修繕 □模様替□色彩の変更 外観変更面積 ㎡ ㎡行 □工作物 工作物の種類□新設 □増築□改築 □移転 築造面積 ㎡ ㎡□修繕 □模様替為 □色彩の変更 高さ ｍ ｍ外観変更面積 ㎡ ㎡の □開発行為 目的□土地の形質の変更 面積 ㎡ ㎡□土地の開墾種 □土石の採取 のり面 高さ ｍ ｍ□鉱物の掘採 又は擁□その他 壁 長さ ｍ ｍ類 □物件の堆積 目的たい□土石□廃棄物 面積 ㎡ ㎡□再生資源□その他 堆積の高さ ｍ ｍたい堆積の期間たい着工予定日又は完了予定 着工予定日 年 月 日 年 月 日日 完了予定日 年 月 日 年 月 日変更前 変更後その他の変更事項変更理由代理者 住所氏名 電話番号備考 １ 法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。２ 変更後の欄は、変更した事項のみ記入してください。３ 該当する□内に、レ印を付してください。４ 景観計画区域内における行為の届出書に添付した図書のうち、この届出に係る変更に関係があるものに、当該変更の内容を表示して添付してください。５ 行為の種類に応じて、別紙１から３までのいずれかに変更した事項を記入し、併せて提出してください。



別紙１
建築物概要書建物用途敷地面積 ㎡届出部分 既存部分造 造構造及び階数 （ 一部 造 ） （ 一部 造 ）地上 階 ／ 地下 階 地上 階 ／ 地下 階屋外に設置する建築設備の種類道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源一 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源二 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩外 面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％部 合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 ％ ％



上 各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％げ 第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源三 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源四 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ 高さ ｍ ｍ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙２
工作物概要書工作物の種類敷地面積 ㎡届出部分 既存部分構造 造 造（ 一部 造 ） （ 一部 造 ）建築物と一体となって設置される場合の地盤面からの高さ ｍ ｍ道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面一 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各外 立 ％ 立 ％第 面 面二 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％部 面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 各 各立 ％ 立 ％上 第 面 面三 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積げ 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面四 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡



の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ 高さ ｍ ｍ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙３
開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

並びに屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積概要書目的開発行為、土地 勾配 ％の開墾その他の のり面又は擁土地の形質の変 壁更 緑化の方法行為地周辺の緑化の方法採取又は掘採の方法土石の採取又は 行為地周辺の鉱物の掘採 緑化の方法跡地の緑化の方法物件の種類屋外における土 行為地周辺の石、廃棄物、再 緑化の方法生資源その他の物件の堆積たい 遮へいの方法 構造共通事項 塀、柵等 高さ ｍ ｍ色彩備考 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。



第３号様式（第６条関係）
景観計画区域内における行為の通知書 年 月 日奈良県知事 殿 通知者 住 所名称及び代表者の氏名 印電話番号景観法第１６条第５項後段の規定により、次のとおり通知します。行為の場所 □一般区域（用途地域： ）行為の場所に係る区域 □第１種特定区域 □第２種特定区域 □広域幹線沿道区域□建築物 通知部分 既存部分 合 計□新築 □増築□改築 □移転 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡□修繕 □模様替□色彩の変更 高さ ｍ ｍ ｍ外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡行 □工作物 工作物の種類□新設 □増築□改築 □移転 通知部分 既存部分 合 計為 □修繕 □模様替□色彩の変更 築造面積 ㎡ ㎡ ㎡高さ ｍ ｍ ｍの 外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡□開発行為 目的種 □土地の形質の変更 面積 ㎡□土地の開墾□土石の採取 のり面又は擁 高さ ｍ類 □鉱物の掘採 壁□その他 長さ ｍ□物件の堆積 目的たい□土石□廃棄物 面積 ㎡ 堆積の高さ ｍたい□再生資源□その他 堆積の期間 年 月 日 ～ 年 月 日たい設計者 住所氏名 電話番号工事施工者 住所氏名 電話番号予定工期 （着工） 年 月 日 ～ （完了） 年 月 日備考 １ 該当する□内に、レ印を付してください。２ 行為の種類に応じて、別紙１から３までのいずれかを記入し、併せて提出してください。



別紙１
建築物概要書建物用途敷地面積 ㎡通知部分 既存部分造 造構造及び階数 （ 一部 造 ） （ 一部 造 ）地上 階 ／ 地下 階 地上 階 ／ 地下 階屋外に設置する建築設備の種類道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源一 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源二 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩外 面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％部 合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 ％ ％



上 各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％げ 第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源三 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源四 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ 高さ ｍ ｍ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙２
工作物概要書工作物の種類敷地面積 ㎡通知部分 既存部分構造 造 造（ 一部 造 ） （ 一部 造 ）建築物と一体となって設置される場合の地盤面からの高さ ｍ ｍ道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面一 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各外 立 ％ 立 ％第 面 面二 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％部 面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 各 各立 ％ 立 ％上 第 面 面三 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積げ 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面四 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡



の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ ｍ ｍ高さ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙３
開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

並びに屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積概要書目的開発行為、土地 勾配 ％の開墾その他の のり面又は擁土地の形質の変 壁更 緑化の方法行為地周辺の緑化の方法採取又は掘採の方法土石の採取又は 行為地周辺の鉱物の掘採 緑化の方法跡地の緑化の方法物件の種類屋外における土 行為地周辺の石、廃棄物、再 緑化の方法生資源その他の物件の堆積たい 遮へいの方法 構造共通事項 塀、柵等 高さ ｍ ｍ色彩備考 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。



第４号様式（第７条関係）
届出を要する行為に係る事前助言の申出書 年 月 日奈良県知事 殿 提出者 住 所氏 名 印電話番号奈良県景観条例第１０条第１項の規定により、次のとおり助言を求めます。行為の場所 □一般区域（用途地域： ）行為の場所に係る区域 □第１種特定区域 □第２種特定区域 □広域幹線沿道区域□建築物 届出部分 既存部分 合 計□新築 □増築□改築 □移転 建築面積 ㎡ ㎡ ㎡□修繕 □模様替□色彩の変更 高さ ｍ ｍ ｍ外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡行 □工作物 工作物の種類□新設 □増築□改築 □移転 届出部分 既存部分 合 計為 □修繕 □模様替□色彩の変更 築造面積 ㎡ ㎡ ㎡高さ ｍ ｍ ｍの 外観変更面積 ㎡ ㎡ ㎡□開発行為 目的種 □土地の形質の変更 面積 ㎡□土地の開墾□土石の採取 のり面又は擁 高さ ｍ類 □鉱物の掘採 壁□その他 長さ ｍ□物件の堆積 目的たい□土石□廃棄物 面積 ㎡ 堆積の高さ ｍたい□再生資源□その他 堆積の期間 年 月 日 ～ 年 月 日たい代理者 住所氏名 電話番号設計者 住所氏名 電話番号工事施工者 住所氏名 電話番号予定工期 （着工） 年 月 日 ～ （完了） 年 月 日備考 １ 法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。３ 行為の種類に応じて、別紙１から３までのいずれかを記入し、併せて提出してください。



別紙１
建築物概要書建物用途敷地面積 ㎡計画部分 既存部分造 造構造及び階数 （ 一部 造 ） （ 一部 造 ）地上 階 ／ 地下 階 地上 階 ／ 地下 階屋外に設置する建築設備の種類道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源一 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源二 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩外 面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％部 合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 ％ ％



上 各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％げ 第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源三 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 ％ ％各 各屋 彩色のない部根 分の素材 立 ％ 立 ％第 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 面 □点滅 □非点滅 面源四 等 設置高さ ｍ の ％ ｍ の ％立 面 面色彩面 積 ％ 積 ％外 彩色のない部 割 割壁 分の素材 ％ ％合 合光 点滅有無 □点滅 □非点滅 □点滅 □非点滅源等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ ｍ ｍ高さ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙２
工作物概要書工作物の種類敷地面積 ㎡計画部分 既存部分構造 造 造（ 一部 造 ） （ 一部 造 ）建築物と一体となって設置される場合の地盤面からの高さ ｍ ｍ道路からの最小の後退距離 ｍ ｍ色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面一 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各外 立 ％ 立 ％第 面 面二 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％部 面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％仕 色彩 各 各立 ％ 立 ％上 第 面 面三 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積げ 光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％色彩 各 各立 ％ 立 ％第 面 面四 彩色のない部分の の の立 素材 面 ％ 面 ％面 積 積光 点滅有無 □点滅 □非点滅 割 □点滅 □非点滅 割源 合 合等 設置高さ ｍ ％ ｍ ％高木 本 換 本 換樹木による 算 算植栽 中木 本 面 本 面敷 積 積地 低木 本 ㎡ 本 ㎡



の緑 芝生等による植栽 ㎡ ㎡化 緑化の合計面積 ㎡ ㎡緑地率 ％ ％構造門・ ｍ ｍ高さ塀等 色彩備考 １ 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。



別紙３
開発行為及び土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

並びに屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積概要書目的開発行為、土地 勾配 ％の開墾その他の のり面又は擁土地の形質の変 壁更 緑化の方法行為地周辺の緑化の方法採取又は掘採の方法土石の採取又は 行為地周辺の鉱物の掘採 緑化の方法跡地の緑化の方法物件の種類屋外における土 行為地周辺の石、廃棄物、再 緑化の方法生資源その他の物件の堆積たい 遮へいの方法 構造共通事項 塀、柵等 高さ ｍ ｍ色彩備考 色彩については、マンセル値（色相・明度・彩度）を記入してください。



第５号様式（第９条関係） （表） 第 号
身 分 証 明 書所 属職 名氏 名上記の者は、景観法（平成１６年法律第１１０号）第１７条第６項に規定する原状回復等を行う者又は同条第７項の規定による立入検査若しくは立入調査を行う職員です。年 月 日 奈良県知事 印（裏）
景観法（抜粋）（変更命令等）第１７条 略２～５ 略６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。７ 景観行政団体の長は、第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させることができる。８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。９ 第七項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。注 用紙の大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。



第６号様式（第１１条関係）
行為完了届出書 年 月 日奈良県知事 殿 届出者 住 所氏 名 印電話番号奈良県景観条例第１５条の規定により、次のとおり届け出ます。行為の場所 □一般区域（用途地域： ）行為の場所に係る区域 □第１種特定区域 □第２種特定区域 □広域幹線沿道区域届出年月日及び番号代理者 住所氏名 電話番号□建築物□新築 □増築 □改築 □移転 □修繕 □模様替 □色彩の変更行為の種類 □工作物□新設 □増築 □改築 □移転 □修繕 □模様替 □色彩の変更工作物の種類着手年月日 年 月 日工期 完了年月日 年 月 日備考 １ 法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。２ 該当する□内に、レ印を付してください。


